
金
滞
古
蹟
志
巻
廿
九

物
を
商
へ
る
類
ひ
を
ぽ
呼
び
た
る
怠
る
ぺ
し
。
改
作
所
管
記
に
、
寛

文
九
年
村
方
棟
役
引
書
上
幌
の
文
集
に
、
懸
作
百
姓
何
人
何
村
。
但

跡
々
よ
り
何
村
よ
り
懸
作
に
持
来
、
今
以
何
村
に
は
家
無
v
之
、
御
棟

役
不
v
仕
。
た
ど
h

載
せ
た
り
。
右
は
他
村
よ
り
仮
に
出
作
り
小
屋
を

建
て
、
営
分
寄
脅
す
る
由
た
り
。
古
歌
に
よ
め
る
、
か
り
ほ
の
い
ほ
の

類
・
な
ら
ん
か
。
高
葉
集
に
借
腐
と
か
け
り
。
元
緑
九
年
の
地
子
町
肝

煎
裁
許
附
に
百
姓
町
・
犀
川
懸
作
町
と
い
ふ
町
名
を
記
載
し
、
今
三

駐
懸
作
と
呼
べ
る
も
あ
り
。
皆
目
疋
そ
の
か
み
仮
屋
を
設
け
、
所
謂
隠

し
底
を
た
し
た
る
ゆ
ゑ
の
遺
稿
・
な
る
ぺ
し
。

O
刑
法
場
醤
跡

三
州
志
来
因
概
覧
附
録
に
云
ふ
。
昔
佐
久
間
接
政
尾
山
在
披
の
頃
.

枯
木
橋
は
町
端
に
て
、
橋
下
懸
作
の
地
は
共
の
頃
の
刑
法
場
た
り
と

古
老
の
口
碑
た
り
と
ぞ
。
平
次
按
4
1
る
に
)
菅
家
見
聞
集
に
、
高
治

二
年
三
月
金
深
町
皆
師
戸
川
宗
印
の
子
宗
仁
、
不
孝
者
に
付
斬
罪
広

鹿
せ
ら
れ
‘
潟
野
川
橋
の
下
に
泉
首
獄
門
に
被
v
懸
。
依
v
之
高
岡
庭
安

馬
廻
組
伴
喜
内
上
方
へ
立
退
。
内
示
仁
依
b

矯
昌
縁
者
-
也
。
と
あ
り
。
此

の
時
代
ま
で
も
、
園
初
以
来
刑
法
場
の
飴
波
に
て
、
此
の
地
越
に
泉

首
せ
ら
れ
し
た
ら
ん
。
同
記
に
、
寛
文
七
年
馬
姻
組
今
枝
牛
之
助
、

唱F

震
昌
仕
a
佐
久
間
玄
蒋
允
吋
天
正
十
一
年
四
月
江
州
志
津
獄
之
職
敗
亡
.

因
遺
昌
子
越
中
刊
一
携
=
妻
子
吋
…
従
=
河
北
郡
下
小
原
路
吋
遭
遇
a
群
盗
?
掠
昌
共

衣
物
-
云
ぺ
八
月
高
徳
公
賜
昌
三
百
俵
二
且
昌
懇
諦
目
。
願
得
=
河
北
郡

小
原
弘
治
=
盗
賊
プ
公
如
民
共
言
吋
賜
昌
小
原
典
昌
石
川
郡
泉
野
吋
群
盗
之
所
v

掠
諸
物
。
来
箆
=
於
溌
野
川
橋
頭
-
而
去
一
宮
べ
と
い
ふ
と
と
見
h
.
叉

寛
文
十
二
年
の
箕
浦
五
郎
左
衛
門
自
記
に
、
末
森
後
巻
の
時
K
.
殿

様
滋
野
川
橋
御
通
り
被
v
成
と
一
式
ふ
よ
り
・
我
れ
先
/
¥
と
津
幡
を
指

し

τ往
く
と
あ
の
。
有
後
傘
は
天
正
十
二
年
九
月
也
。
さ
て
省
関
前

倒
家
の
所
領
と
友
り
し
は
天
正
十
一
年
四
月
に
て
、
共
の
以
前
は
佐

久
間
氏
の
領
固
な
り
。
さ
れ
ば
佐
久
間
氏
の
時
代
、
既
に
此
の
橋
梁

あ
り
し
と
と
知
ら
れ
け
り
。
竹
屋
仁
兵
衛
所
識
の
文
勝
三
年
九
月
利

自
然
卿
の
印
書
広
、
西
川
・
洩
野
川
橋
乎
体
之
事
、
能
州
へ
も
又
加
州
山

島
〈
へ
越
候
て
、
材
木
を
出
候
事
は
ゆ
る
し
候
。
則
橋
本
ば
か
り
に

て
手
停
の
事
可
=
申
付
吋
不
v
寄
=
何
時
-
橋
を
か
け
候
て
、
手
停
と
ど
と

ほ
り
た
〈
人
足
を
可
v
出
云
々
。
と
戦
せ
給
へ
れ
ば
‘
此
の
時
前
田
家

の
領
園
と
成
り
・
初

τ架
替
へ
あ
り
し
と
聞
ゆ
。
さ
て
慶
長
廿
年
四

月
三
日
の
金
津
町
役
定
書
に
、
才
川
・
浅
野
川
河
橋
之
手
侮
夫
、
奥
村

備
後
守
切
手
次
第
出
し
可
v
申
事
。
と
も
あ
り
て
、
閤
初
以
来
雨
橋
共

金
揮
官
績
志
品
位
廿
九

ニ
八

所
a
召
仕
-
之
若
総
某
と
一
宮
ふ
者
に
被
a
手
付
プ
依
v
之
知
行
被
a
召
放
一
一
他

聞
へ
遁
放
被
v
命
。
彼
悲
総
は
召
捕
絡
合
.
後
犀
川
橋
之
下
に
て
引
張

切
に
被
a
仰
付
吋
と
見
h
.
又
改
作
所
奮
紀
に
殺
せ
た
る
享
保
五
年
旦

長
の
寄
付
に
、
寛
文
年
中
石
川
郡
窪
村
市
右
衛
門
と
云
者
、
山
の
松

木
を
盗
伐
し
、
見
得
め
し
足
軽
に
焼
付
け
L
る
故
・
橋
爪
に
て
仕
置

に
被
昌
仰
付
日
と
あ
り
。
さ
れ
ば
寛
文
の
頃
ま
で
は
、
犀
川
・
浅
野
川
雨

橋
爪
に
て
刑
法
に
底
せ
ら
れ
し
と
聞
ゆ
。
爾
橋
爪
共
に
、
園
初
以
来

の
流
例
た
ら
ん
か
。

。
漢
野
川
橋

金
津
橋
梁
記
に
、
轟
の
橋
・
越
野
川
大
橋
の
事
。
と
あ
り
。
古
僻
訟
に
も

此
の
橋
は
と
ど
ろ
き
の
橋
と
呼
び
て
、
古
名
た
る
由
云
僻
ふ
と
い
へ

ど
も
、
都
記
に
所
見
な
し
。
按
宇
る
に
、
清
少
納
言
の
枕
草
子
・
八
雲

御
抄
な
ど
に
見
え
た
る
と
ピ
る
き
の
橋
は
、
大
和
の
奈
良
に
あ
り
と

い
へ
り
。
歌
枕
名
寄
に
、

あ
ら
れ
ふ
る
玉
ゆ
り
す
ゑ
て
見
る
ば
か
り

し
ば
し
怠
ふ
み
そ
と
ど
ろ
き
の
橋

今
は
隊
川
橋
と
同
じ
く
‘
滋
野
川
橋
或
は
滋
野
川
大
橋
と
呼
ぺ
り
。

此
の
橋
の
濫
傷
鮮
か
左
ら
宇
。
按
宇
る
に
、
小
林
霊
昌
の
碑
文
に
、

架
替
へ
の
入
費
は
、
金
滞
本
町
及
び
b
T
役
七
夕
所
の
町
々
へ
割
賞
す

る
欝
例
左
り
。
其
の

E
細
は
陣
川
橋
の
僚
に
記
載
す
。
又
此
の
潟
野

川
橋
は
延
賓
の
金
滞
聞
に
橋
長
五
十
問
・
幅
三
聞
と
見
h
、
土
屋
義

休
の
大
路
水
経
に
は
、
長
さ
五
十
五
聞
と
あ
り
。
金
城
深
秘
録
に
‘

洩
野
川
橋
の
長
さ
五
十
間
.
・
幅
三
間
之
鹿
、
寛
保
二
年
架
替
へ
の
時
、

橋
華
を
築
出
し
、
今
の
長
さ
に
成
る
。
と
あ
り
。
但
し
今
の
関
数
は

記
載
せ
宇
。
此
の
橋
は
後
々
ま
で
、
雨
橋
爪
に
馬
除
あ
り
て
.
犀
川

橋
と
は
異
り
し
か
ど
、
明
治
九
年
に
架
替
へ
の
時
、
馬
除
を
ぽ
取
除

け
.
川
縁
の
往
来
遊
と
注
し
・
橋
の
長
さ
三
十
四
関
・
幅
四
聞
と
友

し
、
橋
桂
を
ぽ
減
少
し
て
橋
梁
の
休
を
改
め
た
り
。

O
浅
野
川
波
初
式

諸
問
停
に
云
ふ
o
昔
は
橋
架
替
へ
の
時
‘
渡
一
初
の
規
式
と
て
純
式
あ
り
。

如
何
な
る
故
怠
り
け
ん
。
海
野
川
橋
に
限
り
た
る
事
に
て
、
犀
川
の

橋
架
替
へ
に
は
そ
の
規
式
注
し
と
い
ひ
僻
へ
た
り
と
。
設
宇
る
に
、

貧
憧
寺
所
磁
曾
所
よ
り
の
書
簡
に
、

洩
野
川
橋
渡
初
被
=
仰
付
-
候
像
、
明
後
十
四
日
よ
り
十
八
日
迄
之
問
、

吉
田
御
覧
候
て
‘
御
報
可
ν
預
ν
示
候
。
恐
憧
頓
首
。

合

八
月
十
二
日

所

二
九




